
長野県における内部統制制度
の概要について

令和５年７月10日

長野県総務部コンプライアンス・行政経営課
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資料５



「内部統制制度」の概要

• H29地方自治法の一部改正により義務付け

• 施行日 令和２年４月１日

• 知事は「内部統制に関する方針」を定め、こ
れに基づき必要な体制を整備し、毎会計年度、
内部統制評価報告書を作成し、議会に提出
する
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内部統制の基本的な考え方

１ 業務上想定されるリスクを予め洗い出す

２ そのリスクの度合い（重要性）を評価する

３ 評価したリスクを可視化する（リスクマップ）

４ 重要なリスクには個別の対応策を考える
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・限られた行政資源を適材適所に投入（選択と集中）
・個人任せではなく組織的にシステム化してチェック

従来の本県のリスクマネジメントの取組と同じ
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長
野
県
に
お
け
る
内
部
統
制
制
度
の
概
要
に
つ
い
て
 

 

コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
・
行
政
経
営
課

 １
 
内
部
統
制
制
度
の
概
要
 

地
方
公
共
団
体
を
取
り
巻
く
環
境
変
化
（
人
口
減
少
社
会
の
到
来
、
行
政
ニ
ー
ズ
の
複
雑
・
多
様
化
等
）
の

中
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
安
定
的
か
つ
効
果
的
に
提
供
し
て
い
く
た
め
、
長
自
ら
が
、
行
政
サ
ー
ビ
ス
の
事
務
上

の
リ
ス
ク
を
評
価
・
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
し
、
事
務
の
適
正
な
執
行
を
確
保
す
る
体
制
を
整
備
・
運
用
す
る
仕
組
み

と
し
て
、
平
成

29
年
の
地
方
自
治
法
（
以
下
「
自
治
法
」
と
い
う
。
）
の
改
正
に
よ
り
、
都
道
府
県
及
び
政
令

市
に
義
務
付
け
さ
れ
た
も
の
。（

施
行
日

R2.4.1）
 

  ２
 
内
部
統
制
対
象
事
務
 

事
務
の
種
別
 

自
治
法
の
取
扱
 

本
県
に
お
け
る
対
応
 

財
務
に
関
す
る
事
務
 

（
契
約
、
収
入
、
支
出
等
）
 

必
須
 

自
治
法
の
規
定
に
基
づ
き
実
施
 

（
実
施
内
容
は
「
地
方
公
共
団
体
に
お
け
る
内
部
統
制
制
度
の
導

入
・
実
施
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
（
H31.3）」

に
よ
る
）
 

財
務
に
関
す
る
事
務
以
外
の
事
務
 

（
文
書
管
理
、
情
報
セ
キ
ュ
リ
テ
ィ
等
）
 

任
意
 

当
面
自
治
法
の
内
部
統
制
事
務
と
位
置
付
け
な
い
 

（
県
独
自
の
取
組
と
し
て
、
本
庁
各
課
で
リ
ス
ク
評
価
、
対
応
策

実
行
、
自
己
評
価
を
実
施
）
 

  ３
 
制
度
の
流
れ
（
財
務
事
務
）
 

  
＜
内
部
統
制
体
制
整
備
＞
 
 
＜
運
用
＞
 
 
 
 
 
＜
評
価
＞
     

    
 ＜

審
査
＞
 
 
 
＜
公
表
＞
 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ

 

   ４
 
本
県
に
お
け
る
内
部
統
制
の
特
色
 

（
１
）
リ
ス
ク
マ
ッ
プ
（
リ
ス
ク
の
重
要
度
・
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
状
況
の
エ
リ
ア
マ
ッ
プ
）
を
作
成
、

職
場
の
リ
ス
ク
の
状
況
を
見
え
る
化
し
、
リ
ス
ク
評
価
の
適
正
性
確
認
に
役
立
て
て
い
る
 

（
２
）
実
効
性
の
あ
る
対
応
策
を
策
定
す
る
た
め
、
リ
ス
ク
の
根
本
的
な
原
因
が
ど
こ
に
あ
る
か
を
職
場
で
議
論

し
、
「
行
動
計
画
」
を
策
定
、
Ｋ
Ｐ
Ｉ
を
設
定
し
て
達
成
状
況
を
評
価
 

※
平
成

28
年
度
か
ら
県
独
自
の
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
を
実
施
し
て
い
た
こ
と
か

ら
、
こ
れ
ま
で
の
取
組
内
容
を
活
か
し

な
が
ら
法

定
の
内
部
統
制
制
度
を
運
用
し
て
い
る
 

・リ
ス

ク
の

評
価

 
・対

応
策

の
策

定
 

 

・対
応

策
実

行
 

・自
己

評
価

 
・評

価
部

局
の

 
評

価
 

・報
告

書
作

成
 

Ｐ
Ｄ
Ｃ
Ａ
 

議
会
提
出
 

公
表
 

監
査

委
員

審
査
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長
野
県
内
部
統
制
基
本
方
針
 

  

少
子
・
高
齢
化
と
急
激
な
人
口
減
少
、
Ａ
Ｉ
テ
ク
ノ
ロ
ジ
ー
を
は
じ
め
と
す
る
技
術
革
新
の
急
速
な
進
展
な
ど
、

本
県
を
取
り
巻
く
社
会
環
境
は
大
き
く
変
革
し
て
い
ま
す
。
そ
の
中
で
、
県
民
か
ら
の
期
待
も
、
こ
れ
ま
で
以
上

に
多
様
化
、
複
雑
化
し
て
い
ま
す
。
 

 
そ
れ
に
伴
い
、
業
務
量
の
増
加
や
業
務
の
複
雑
化
、
ル
ー
ル
の
錯
綜
の
た
め
、
職
員
の
日
々
の
業
務
遂
行
に

潜
在
す
る
様
々
な
リ
ス
ク
が
増
大
・
顕
在
化
し
や
す
い
環
境
に
な
っ
て
き
て
い
ま
す
。
 

  
従
来
の
行
政
部
門
の
リ
ス
ク
管
理
は
、
個
人
の
資
質
や
、
管
理
監
督
職
員
の
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト
に
依
拠
し
て
き
た

と
こ
ろ
が
大
き
い
こ
と
が
否
め
ま
せ
ん
。
し
か
し
、
今
後
ま
す
ま
す
多
様
化
・
複
雑
化
す
る
県
民
ニ
ー
ズ
に
対
し

て
、
限
ら
れ
た
人
的
資
源
や
予
算
と
い
う
物
理
的
な
限
界
の
中
で
従
来
ど
お
り
に
対
応
し
て
い
た
の
で
は
、
時
と

し
て
不
適
切
な
事
務
処
理
等
の
発
生
が
増
大
す
る
お
そ
れ
が
あ
り
ま
す
。
 

  
本
県
の
行
政
経
営
理
念
の
ミ
ッ
シ
ョ
ン
「
最
高
品
質
の
行
政
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
し
、
ふ
る
さ
と
長
野
県
の
発
展

と
県
民
の
し
あ
わ
せ
の
実
現
に
貢
献
」
し
、
し
あ
わ
せ
信
州
創
造
プ
ラ
ン

2.0
に
掲
げ
る
諸
施
策
を
着
実
に
推
進

す
る
た
め
に
は
、
実
効
性
の
あ
る
「
内
部
統
制
」
制
度
を
整
備
・
運
用
し
て
、
効
果
的
、
効
率
的
で
適
正
な
事
務
の

管
理
及
び
執
行
を
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
に
信
頼
さ
れ
る
行
政
運
営
を
確
保
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
 

 
本
基
本
方
針
は
、
地
方
自
治
法
第

150
条
第

1
項
に
規
定
す
る
内
部
統
制
に
関
す
る
方
針
と
し
て
、
県
の
内
部

統
制
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
等
の
重
要
事
項
を
定
め
る
も
の
で
す
。
 

  第
１
 
内
部
統
制
の
目
的
 
 

（
１
）
業
務
の
効
率
的
か
つ
効
果
的
な
執
行
 

 
 
 
業
務
上
の
課
題
を
可
視
化
し
、
組
織
内
部
で
共
有
し
て
、
優
先
順
位
を
明
確
に
し
た
上
で
、
限
ら
れ
た

人
的
資
源
・
予
算
を
適
切
に
配
分
す
る
こ
と
で
、
職
員
一
人
ひ
と
り
が
高
い
意
識
を
も
っ
て
業
務
に
取
り

組
む
等
、
内
部
統
制
を
日
常
業
務
に
組
み
込
む
こ
と
に
よ
り
、
業
務
目
的
を
遅
滞
な
く
達
成
す
る
こ
と
に

努
め
ま
す
。
 

（
２
）
財
務
報
告
等
の
信
頼
性
の
確
保
 

 
 
 
議
会
や
県
民
が
県
の
活
動
を
確
認
す
る
た
め
の
重
要
な
情
報
で
あ
る
財
務
報
告
（
予
算
説
明
書
、
決
算

報
告
等
）
の
信
頼
性
確
保
に
努
め
ま
す
。
 

（
３
）
業
務
に
関
わ
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
遵
守
 

 
 
 
単
な
る
法
令
遵
守
と
い
う
受
け
身
の
姿
勢
に
留
ま
ら
ず
、
社
会
の
環
境
変
化
に
敏
感
に
対
応
し
、
県
民
や

社
会
か
ら
の
要
請
に
的
確
に
応
え
て
い
く
こ
と
を
目
指
し
ま
す
。
 

（
４
）
資
産
の
保
全
 

 
 
 
資
産
の
取
得
、
使
用
及
び
処
分
が
正
当
な
手
続
き
の
下
に
行
わ
れ
、
資
産
が
確
実
に
保
全
さ
れ
る
よ
う

努
め
ま
す
。
 

 第
２
 
内
部
統
制
の
対
象
と
す
る
事
務
 

財
務
に
関
す
る
事
務
に
つ
い
て
は
、
地
方
自
治
法
第

150
条
第

1
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
そ
の
適
正
な
執
行

を
確
保
し
ま
す
。
 

 
 
 
財
務
に
関
す
る
事
務
以
外
の
事
務
に
つ
い
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
リ
ス
ク
マ
ネ
ジ
メ
ン
ト

の
取
組
を
進
め
ま
す
。
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第
３
 
内
部
統
制
の
推
進
体
制
 

 
 
内
部
統
制
を
全
庁
的
に
推
進
し
、
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
、
次
の
と
お
り
推
進
体
制
を
整
備
し
ま
す
。
 

（
１
）
内
部
統
制
に
関
す
る
重
要
事
項
等
の
決
定
の
た
め
、
知
事
を
本
部
長
と
し
、
副
知
事
及
び
部
局
長
等
を
構

成
員
と
す
る
コ
ン
プ
ラ
イ
ア
ン
ス
推
進
本
部
会
議
を
置
き
ま
す
。
 

（
２
）
副
知
事
を
内
部
統
制
実
務
責
任
者
と
し
、
全
庁
的
な
推
進
体
制
の
整
備
及
び
運
用
管
理
を
行
い
ま
す
。
 

（
３
）
部
局
長
を
所
管
業
務
に
お
け
る
内
部
統
制
部
局
責
任
者
と
し
、
部
局
内
の
内
部
統
制
の
推
進
体
制
の
整
備

及
び
運
用
管
理
を
行
い
ま
す
。
 

第
４
 
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
の
実
施
 

 
 
制
度
の
有
効
性
を
確
認
、
評
価
す
る
た
め
、
内
部
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
を
実
施
し
、
そ
の
結
果
を
踏
ま
え
て

適
時
適
切
に
リ
ス
ク
評
価
、
行
動
計
画
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
 

第
５
 
監
査
委
員
と
の
連
携
 

 
 
制
度
の
よ
り
効
果
的
な
整
備
、
運
用
を
図
る
た
め
、
監
査
委
員
へ
の
情
報
提
供
や
意
見
交
換
を
通
じ
、

適
切
に
連
携
し
ま
す
。
 

第
６
 
評
価
報
告
書
の
作
成
・
公
表
 

 
 
制
度
の
整
備
運
用
状
況
に
つ
い
て
評
価
報
告
書
を
作
成
し
、
監
査
委
員
の
審
査
を
経
て
、
議
会
に
報
告

す
る
と
と
も
に
、
県
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
公
表
し
ま
す
。
 

第
７
 
内
部
統
制
基
本
方
針
の
見
直
し
 

 
 
社
会
情
勢
、
内
部
統
制
制
度
の
整
備
運
用
状
況
、
監
査
委
員
か
ら
の
指
摘
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ

基
本
方
針
の
見
直
し
を
行
い
ま
す
。
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
令
和
２
年

11
月

20
日
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
長
野
県
知
事
 
 
阿
部
 
守
一
 



※実施主体と対象事務 Ｒ２（初年度） Ｒ３（２年度目）

本庁
財務 ◎ ◎

非財務 △ △

現
地
機
関

地域振興局
保健福祉事務所
建設事務所

財務 ◎ ◎

非財務 × ×

上記以外
財務 × ◎

非財務 × ×
7

長野県における内部統制制度の実施
◎法制度上の扱い △県任意の扱い ×未実施

※知事部局以外も同じ。（ただし、警察は対象外）



高

影
響
度
（
≒
社
会
の
関
心
の
程
度
）

低

5

4

3

2

1

1 2 3 4 5

高 マネジメントコントロール（≒説明責任の問題） 低

リスクマップ（例）

【最優先】

リスクの発生による影響度合
いが高いにも関わらず、マネジ
メントコントロールが低いため、
対策が急務である

【影響度をモニタリング】

社会の環境変化による影響
度の上昇を注視する

【マネジメントコントロールをモニタリング】

リスクの発生による影響度合いは高いため、マネ
ジメントコントロールのモニタリングが必要である

【許容エリア】

リスクが発生しても組織として許容できるレベ
ルであるとして、対応の優先度は低い



行動計画（例）

9

（財務に関する事務：補助金、契約、支出、収入、予算執行、財産管理） 【林務部　信州の木活用課】

重要性 4 ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄ
ｺﾝﾄﾛｰﾙ 3

発現による
影響

成果指標（KPI） 関係部署／課 担当者 期限

会議の開催 信州の木活用
課

補助金担当
者

令和３年
３月

チェックリストの
作成

信州の木活用
課

補助金担当
者

令和３年
３月

会議の開催 信州の木活用
課

補助金担当
者

令和３年
３月

会議の開催 信州の木活用
課

係長 令和３年
３月

声かけの実施等 林務部全所属 所属長、係
長

令和３年
３月

定期的な進捗管理 林務部全所属 所属長、係
長

令和３年
３月

随時 林務部全所属 所属長 令和３年
３月

③

随時 林務部全所属 補助金担当
者

令和３年
３月

評価日 結果（不備の有無） 改善日及び内容 評価日 結果（不備の有無）

部局による

自己評価

事務局による

評価

定期的な進捗管理を行い、状況に応じて事務分担を見
直すなど、応援体制を構築する。

職員キャリア開発センターの管理・監督者向けの研修
への参加を促す。

・成果指標（ＫＰＩ）には、可能な限り数値目標を設定してください（例：○○を３か月に１回実施）

・関係部署／課には、当該対応策を連携して推進する必要がある部／課を記載してください。

・担当者には、個人名を記載してください。

・期限には、「令和○年○月」と記載してください。

評
価

区分
整備状況 運用状況

不備の原因 改善事項

行
動
計
画

考えられる根本原因 対応策 進捗状況

①

補助金制度の多様化・複雑化
・職員の認識不足

担当者会議等において、交付要綱・実施要領等にわか
りにくいところがないかなど意見交換を行う。

チェックリストの必要な事業についてチェックリスト
を作成し、交付条件等の確認を行う。

交付条件等について相談等があり、周知が必要なもの
は、担当者会議等において共有する。

②

人員不足による上司のプレイ
ヤー化
・上司のチェック不足
・職員とのコミュケーション
不足

担当者会議等おいて、係長等に対するチェック方法の
ポイント等の説明を行う。

事業主体からの実績報告書の
添付書類の不備
・事業主体の認識不足
・事業主体のコンプライアン
ス意識の不足

事業主体に対し、制度の説明に加え、コンプライアン
スの視点も踏まえて説明し、理解を得る。

相談しやすい職場環境づくり、上司からの声かけを実
施する。

リスク概要 実績確認の不備

リスクの
具体的内容

条件不適合での補助金の交付
補助金交付の遅れ

不適正受給による信頼回復への重大な障害
事務処理の遅れや補助金返還等事務による職員の負担増
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４
人

第
3
7
4
号

４
コ

行
第

1
3
1
号

令
和

５
年

(
2
0
23

年
)
３

月
2
2
日

 

部
（

局
）

長
 

課
（

室
・

所
）

長
 

現
地

機
関

の
長
 

 
様

 

労
働

委
員

会
事

務
局

長
 

  

総
 

務
 

部
 

長
 

  

人
事

異
動

期
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
（

通
 
知

）
 

  
こ

の
こ

と
に

つ
い

て
、
人

事
異

動
期

の
留

意
事

項
に

つ
い

て
ま

と
め

ま
し

た
の

で
、
内

容
を

確
認

し
貴

所
内

各
級

監
督

者
及

び
各

職
員

に
周

知
徹

底
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
特

に
、
来

年
度

の
事

務
分

担
決

定
に

当
た

っ
て

の
「

複
数

担
当

制
に

よ
る

相
互

支
援

の
強

化
」
及

び
「

引
継

書
の

内
容

確
認

」
を

徹
底

し
、

事
務

処
理

に
遺

漏
が

な
い

よ
う

に
し

て
く

だ
さ

い
。

 

                        

 

コ
ン

プ
ラ

イ
ア

ン
ス

・
行

政
経

営
課

 

担
当

：
(
課

長
)
村

井
 
昌

久
 

 
 

：
(
担

当
)
石

坂
 
周

一
 

電
 

話
：

(
内

線
)
2
5
5
3
(
直

通
)
0
2
6
-
2
3
5
-
70

2
9
 

E-
m
ai

l
：

co
m
p-

gy
o
s
e
i
@
p
r
e
f
.
n
a
g
a
n
o
.
lg

.
j
p
 

人
事

課
 

担
当

：
(
課

長
)
根

橋
 
幸

夫
 

 
 

：
(
担

当
)
佐

々
木

 
良

 

電
 

話
：

(
内

線
)
2
0
3
4
(
直

通
)
02

6-
2
35

-
7
0
32

 

E-
m
a
i
l
：

j
i
n
j
i
@
p
r
e
f
.
na

ga
n
o.

lg
.
jp
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（
別

紙
）

 

 

人
事

異
動

期
に

当
た

っ
て

の
留

意
事

項
 

１
 

所
属

内
の

相
互

支
援

体
制

の
強

化
 

（
１

）
複

数
担

当
制

に
よ

る
相

互
支

援
体

制
の

強
化

 

今
年

度
発

生
し

た
不

適
切

事
案

に
お

い
て

は
、
「

担
当

者
任

せ
」
で

周
囲

の
サ

ポ
ー

ト
不

足
が

共
通

し
て

見
ら

れ
た

こ
と

か
ら

、
各

級
監

督
者

は
、
同

じ
業

務
を

複
数

の
職

員
が

担
う

よ
う

事
務

分
担

を
見

直
す

な
ど

、

所
属

の
事

情
に

応
じ

、
相

互
支

援
体

制
の

強
化

に
努

め
て

く
だ

さ
い

。
 

 

具
体

的
に

は
、

次
の

よ
う

な
工

夫
を

す
る

こ
と

が
考

え
ら

れ
ま

す
。

 

（
例

）
 

・
補

助
金

交
付

事
務

に
つ

い
て

、
地

区
に

よ
っ

て
担

当
を

分
け

る
こ

と
に

よ
り

、
同

じ
業

務
を

担
う

職
員

を

複
数

に
す

る
。

 

・
毎

年
度

、
担

当
の

一
部

（
又

は
全

部
）

を
変

更
す

る
こ

と
で

、
当

該
事

務
を

知
る

職
員

を
増

や
す

。
 

 

具
体

的
な

手
法

は
、
所

属
の

事
情

に
よ

り
判

断
し

て
い

た
だ

く
こ

と
と

な
り

ま
す

が
、
ポ

イ
ン

ト
は

、「
担

当
者

以
外

に
も

、
チ

ェ
ッ

ク
が

で
き

る
職

員
を

つ
く

る
」
「

担
当

者
が

相
談

で
き

る
者

を
つ

く
る

」
「

担
当

者
し

か
そ

の
仕

事
を

知
ら

な
い

と
い

う
状

態
を

な
く

す
」

と
い

う
こ

と
で

す
。

 

事
務

分
担

に
お

け
る

副
担

当
に

は
、
こ

う
し

た
者

を
置

く
よ

う
に

留
意

す
る

と
と

も
に

、
同

様
の

業
務

を

行
う

複
数

の
担

当
者

が
い

る
場

合
に

は
、
そ

う
し

た
者

も
副

担
当

と
し

て
事

務
分

担
表

に
記

載
す

る
よ

う
留

意
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
２

）
進

捗
情

報
の

共
有

に
よ

る
「

担
当

者
任

せ
」

の
防

止
 

今
年

度
、
事

務
の

進
捗

状
況

を
担

当
者

の
み

が
把

握
し

、
係

長
を

含
め

た
そ

の
他

の
職

員
が

全
く

関
知

し

て
い

な
か

っ
た

た
め

に
引

き
起

こ
さ

れ
た

不
適

切
事

案
が

あ
り

ま
し

た
。

こ
う

し
た

事
態

を
回

避
す

る
た

め
、

t
e
a
m
s
等

を
活

用
し

、
業

務
の

進
捗

管
理

表
を

作
成

す
る

な
ど

各
自

の
事

務
進

捗
状

況
を

所
属

内
・

係

内
で

共
有

す
る

仕
組

み
を

つ
く

る
と

と
も

に
、
係

長
を

中
心

に
進

捗
管

理
を

徹
底

し
、
「

担
当

者
任

せ
」
に

し
な

い
体

制
の

構
築

に
努

め
て

く
だ

さ
い

。
 

（
３

）
業

務
が

特
定

の
職

員
に

偏
ら

な
い

体
制

の
構

築
 

 
 

総
務

事
務

シ
ス

テ
ム

の
出

退
勤

情
報

等
に

よ
り

職
員

の
勤

務
時

間
を

正
確

に
把

握
す

る
こ

と
が

可
能

と

な
っ

て
い

ま
す

。
特

定
の

職
員

の
勤

務
時

間
が

突
出

し
て

多
い

状
況

が
み

ら
れ

る
場

合
に

は
、
事

務
分

担
の

変
更

等
に

よ
り

、
特

定
の

職
員

に
業

務
が

偏
重

し
な

い
よ

う
留

意
し

て
く

だ
さ

い
。

 

（
４

）
高

リ
ス

ク
業

務
に

留
意

し
た

対
応

 

 
内

部
統

制
制

度
上

、
各

所
属

に
お

い
て

作
成

し
て

い
る
「

リ
ス

ク
マ

ッ
プ

」
に

お
い

て
、
高

リ
ス

ク
と

評

価
し

て
い

る
業

務
(
行

動
計

画
の

策
定

対
象

業
務

)
に

つ
い

て
は

、
上

記
（

１
）
～
（

３
）
に

掲
げ

る
事

項
に

つ
い

て
、

特
に

留
意

し
て

対
応

い
た

だ
く

よ
う

、
お

願
い

し
ま

す
。

 

２
 

事
務

の
確

実
な

引
継

ぎ
 

（
１

）
引

継
ぎ

前
の

点
検

 

 
 

 
事

務
引

継
ぎ

を
、
し

ご
と

を
改

革
す

る
チ

ャ
ン

ス
と

捉
え

、
業

務
を

こ
の

ま
ま

継
続

す
る

こ
と

が
必

要
か

、

効
率

化
・
省

力
化

の
観

点
か

ら
見

直
す

余
地

が
な

い
か

、
改

め
て

確
認

、
点

検
を

行
い

、
改

善
に

努
め

て
く

だ
さ

い
。
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ま

た
、

定
例

的
な

業
務

は
マ

ニ
ュ

ア
ル

化
す

る
な

ど
、

後
任

の
確

実
な

事
務

処
理

に
資

す
る

よ
う

努
め

て
く

だ

さ
い

。
 

  
（

２
）

引
継

書
に

記
載

す
べ

き
事

項
の

確
認

徹
底

 

各
級

監
督

者
は

、
法

令
遵

守
及

び
業

務
改

善
の

視
点

か
ら

、
引

き
継

ぐ
べ

き
事

務
・
事

業
の

漏
れ

が
な

い

か
、
適

正
な

事
務

引
継

ぎ
が

行
わ

れ
て

い
る

か
を

必
ず

確
認

す
る

こ
と

と
さ

れ
て

い
ま

す
（

令
和

５
年

３
月

13
日

付
け
「

年
度

末
及

び
年

度
当

初
に

お
け

る
綱

紀
の

粛
正

等
に

つ
い

て
」
）
が

、
徹

底
さ

れ
て

い
な

い
事

例
が

散
見

さ
れ

ま
す

。
 

係
長

は
係

員
が

作
成

し
た

引
継

書
に

以
下

の
点

が
確

実
に

記
載

さ
れ

て
い

る
か

、
必

ず
確

認
す

る
よ

う
に

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
特

に
注

意
す

べ
き

懸
案

事
項

が
あ

る
場

合
に

は
、
各

級
監

督
者

に
状

況
を

報
告

し
、
共

有
を

図
っ

て
く

だ
さ

い
。

 

・
事

務
処

理
の

要
点

、
手

順
、

期
限

、
優

先
順

位
等

 

・
未

処
理

や
処

理
中

の
案

件
の

存
否

 

・
処

理
に

あ
た

っ
て

注
意

す
べ

き
事

項
 

・
年

度
当

初
に

速
や

か
に

処
理

す
べ

き
事

項
 

 

（
３

）
引

継
ぎ

時
、

及
び

引
継

ぎ
を

受
け

た
後

の
対

応
 

 
 

 
事

務
を

引
き

継
ぐ

職
員

の
不

安
を

少
し

で
も

解
消

す
る

た
め

、
引

継
ぎ

時
間

を
一

定
程

度
確

保
す

る
と

と
も

に
、

副
担

当
者

（
同

様
の

業
務

を
行

う
複

数
の

担
当

者
が

あ
る

場
合

に
は

、
そ

う
し

た
者

も
含

む
。

）

あ
る

い
は

新
年

度
に

当
該

所
属

に
残

る
職

員
の

同
席

の
も

と
引

継
ぎ

を
行

っ
て

く
だ

さ
い

。
 

 
 

 
ま

た
、

４
月

以
降

、
実

際
に

事
務

を
担

う
段

階
で

生
じ

る
不

安
や

疑
問

等
を

解
消

す
る

た
め

、
前

任
者

、

後
任

者
間

に
お

い
て

必
要

な
相

談
が

行
わ

れ
る

よ
う

、
引

継
ぎ

時
間

を
確

保
す

る
と

と
も

に
、
異

動
後

も
気

軽
に

相
談

で
き

る
よ

う
、

各
級

監
督

者
に

お
い

て
配

慮
し

て
く

だ
さ

い
。

 

  
（

４
）

各
級

監
督

者
の

対
応

 

各
級

監
督

者
は

、
法

令
遵

守
及

び
業

務
改

善
の

視
点

か
ら

、
引

き
継

ぐ
べ

き
事

務
・
事

業
の

漏
れ

が
な

い

か
、

適
正

な
事

務
引

継
ぎ

が
行

わ
れ

て
い

る
か

を
必

ず
確

認
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 
 

ま
た

、
引

継
後

間
も

な
い

期
間

中
は

、
担

当
者

が
事

案
の

経
過

等
に

つ
い

て
の

知
識

が
ま

だ
十

分
で

な
い

こ
と

か
ら

、
重

層
的

な
チ

ェ
ッ

ク
を

着
実

に
実

施
し

て
く

だ
さ

い
。

 

 （
５

）
そ

の
他

 

危
機

管
理

事
象

に
速

や
か

に
対

応
す

る
た

め
、
人

事
異

動
に

際
し

て
所

属
の

危
機

管
理

体
制

等
を

改
め

て

確
認

し
て

く
だ

さ
い

。
 

ま
た

、
団

体
会

計
事

務
等

の
引

継
ぎ

に
当

た
っ

て
は

、
「

団
体

等
会

計
事

務
の

取
扱

い
に

つ
い

て
」
（

昭

和
5
9
年

２
月

1
5
日

付
け

人
第

2
7
8
号

 
令

和
元

年
６

月
2
1
日

改
正

）
に

基
づ

き
、

現
金

支
出

の
際

は
担

当
者

以
外

の
者

に
よ

り
支

払
い

の
確

認
す

る
こ

と
や

通
帳

、
帳

票
類

等
を

必
ず

確
認

し
、
収

支
の

状
況

を
明

確
に

す
る

な
ど

適
正

な
事

務
処

理
を

行
う

こ
と

。
 

さ
ら

に
、
環

境
へ

の
負

荷
を

低
減

さ
せ

る
た

め
、
各

庁
舎

に
お

け
る

産
業

廃
棄

物
の

適
正

な
処

理
や

毒
劇

物
の

適
正

な
保

管
等

、
施

設
管

理
業

務
の

引
継

ぎ
を

徹
底

し
て

く
だ

さ
い

。
 


